
◆ 「令和之生壁1_♀生垣負数等

匂、埋昼型蟄‥同寸逆良書真空輩些圭数。
「いじめ」とは、 「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している当妥児

へ　　_一一　/一　書-〇一¥一書臆-臆「〇〇〇音〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇「葛-○○〇〇〇〇〇〇〇一一　　　　　　　‾　　　　　　　　　　　‾

‾定の人的関係士卒到些少坦婁主役魂土う嘩竺そ±える行為(インタ

ーネットを

通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった埴聖±徒が心身の苦痛を

感じて吏

るも_の発音_とするす-なお丁-起こった場所は学校の中外を冊わなで、 。

小学校　づこす古津

中学校　芝で砕ノ

②禾≡憲夫薮∴ ・病気や経済的な理由によるものを除き、年間3 0日以上欠席した腫

生徒数。

小学校/千千万

中学校1丁テ妙
計　1-94人

③子供の貧困音数・ ・ ・ (※要保護・準要保護児童生徒数)

※子供の貧困者数が、要保護二準軍使塞児童生徒数七〇4ユニノ」ということではあIノませ

んが、

子鰻重匿哩筆における市と些墾塾生二㌢望至三三互生∴三9三二冬至報告さ

せて、臆書

いたたくものでございます。

「要保護者」は、生活保護法第6条第2項の規定による要保護者である者であって、

福祉事務所長の生活保護決定により、生活保護開始日から教育委員会が認定した者。

「準要保護者」は、生活保護に準ずる程度に困窮していると認められる世帯であって、

要件にあてはまる方の中から、教育委員会が認定した者。

(世帯全員の市民税が非課税である者、児童扶養手当の支給を受けている者、



世帯全員の所得が生活保護法の規定による保護の基準に基づき真足した年間の

基準年着費の薬倍以蹄‾‾

(令和2年5月1日時点)

小学校　要保重しj上A、-準要保墓」王4_2ム計3 7 4人

中学校　要保護　13人、・準要保護　210人、’計223大

計　　　要保護　45人、準要保護　552人、計597人

(り　障害児数〇 ・ 〇令和2年5月1日時点で、市内小中学校の特別支援学級に在籍してい

た児童・生徒数。

小学校　知的　　　　205人’

自閉・情緒　臆89〇人/

難聴　　　　_上人ノ

計　　　　2 _♀土人∴

中学校　　知的　　　　　55人　’

自閉・情緒　　3旦人音/

計　　　　　　90人


